
総人口：11,065人（＋15）
　　男：5,503（＋10）
　　女：5,562（＋5）
世帯数：4,348世帯（＋13）
（令和5年12月末現在）
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令和６年二十歳のつどい

今 月 の 表 紙

　１月７日（日）、朝日町体育館で令和６年二十歳のつどいが開催されました。
　式典が始まる前には、仲間と再会し、懐かしむ姿やお互いの成長を喜び合う姿などがあり、きらびやかに着
飾った晴着、凛々しいスーツ姿で嬉しそうに写真を撮っていました。
　式典では矢野町長より祝福と励ましの言葉が贈られたあと、代表の伊藤秀仁さんが答辞で抱負と決意を述べ
られました。また、今年は西川凜香さんが司会、進行を務められました。
　男性100名、女性74名の合計174名が二十歳を迎えられました。

町長だより
　毎年１月は仕事始
めに伴う諸行事が重
なって、あっという
間に過ぎてしまうの
ですが、本年はご承
知の通り元日早々に
「能登半島地震」が
発生して多くの犠牲
者の方と甚大な被害
が発生しました。本
誌を通じて被災され
ました皆様に謹んで哀悼の意とお見舞いを申し上げ
ます。
　併せて、当町からも県内他市町と連携しながら
「避難所運営業務と罹災証明発行業務の支援」と
「水道復旧関連業務の支援」に対して、それぞれ１
名の職員を派遣させていただく予定です。

　さて、冒頭部分にて触れさせていただきましたが、
新年恒例の行事として、１月７日に「朝日町・川越
町合同の消防出初式」を当町小学校校庭にて開催さ
せていただきました。当日は冷たい雨まじりの天候
となりましたが、総勢119名の両町団員の一糸乱れ
ぬ行進と機敏な機械器具の点検行動及び一斉放水披
露に対して、見学に来られた町民の皆さまも安堵の
気持ちを持っていただけたのではないかと思ってお
ります。
　また、同日午後からは、町体育館にて「二十歳の
つどい」を開催させていただきました。こちらも
143名と多くの皆さんにご参加いただきました。参
加者による司会進行の中で式典は厳粛な雰囲気の中
で行われて、最後の記念写真撮影まで円滑に終えて
いただきましたことに心より感謝しております。
　最後になりますが、まだまだ「寒さ」は続きます。
そして「インフルエンザ」の流行と「新型コロナウ
イルス感染症」が息を吹き返しているとの情報もご
ざいます。
　皆さまにおかれましては、くれぐれも健康管理に
ご留意いただきますようにお願い申し上げます。

　　 令和６年２月１日

　　　　　　　　  　　　　　　　　　町長　矢野純男

（晴れ着姿で再会を喜ぶ参加者） （式典の様子） 司会、進行を務める
西川凜香さん（　　　　　　　　　）
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「子育てワンポイントアドバイス」
第218回　「ヤングケアラー」
　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　作業療法士  塩津　裕康

※塩津作業療法士は、あさひ園で個別療育相談、朝日小学校で巡回相談を行っています。

2

＊最終ページに子育て健康課の子育て事業を掲載していますので、ご覧ください。
＊お問い合わせは、各担当者にご連絡ください。

日　 　程 時　   間 事　業　名 内　　　容 対　 象 場　  所 予約 担　    当

10:00-12:00

2/13㈫・16㈮・
20㈫・27㈫・29㈭・
3/5㈫・8㈮

2/21㈬・3/1㈮

ほっとくらぶ
(377－3522)ほっとくらぶ 不 要

発 達 が
ゆっくりの
子 ど も と
保 護 者茶 話 会

スキンシップ・
ストレッチなどの
遊 び

あ そ び 場

ほっとする
親 の 会

Adolescent Research Review

　作業療法士の塩津です。今回はヤングケアラーについて取り上げてみたいと思います。
　皆さんは『ヤングケアラー』という言葉をご存知でしょうか？近年、さまざまなところで耳にするこ
とが増えているのではないでしょうか？ひとつはこども家庭庁１）で取り上げられていることが大きいで
しょう。
　ヤングケアラーとは法令上の定義はありませんが、厚生労働省のホームページ上では「ヤングケアラ
ーとは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行なっている子どものこと｣
とされています。
　このような状況になる背景（理由）はさまざまです。『障がいや病気のある家族に代わり、買い物・
料理・掃除・洗濯などの家事をしている』『家族に代わり、幼いきょうだいの世話をしている』『日本
語が第一言語でない家族や障がいのある家族のために通訳している』『家計を支えるために労働をして、
障がいや病気のある家族を助けている』などがあげられます。子どもが家事や家族の世話をすることは、
家庭内での役割として行われ、子どもの成長を育む側面もあります。一方で、子どもの年齢や成長度に
合わない重すぎる責任やケアなど、過度な負担が続くと、子ども自身の心身の健康が保持・増進されな
い、学習面での遅れや進学に影響が出る、社会的発達の制限、就労への影響などが出てくると報告され
ています２）。
　決定的に何が良い／悪いと決められるものではないですが、社会や家族のカタチが変わっている中で
生じている課題（ヤングケアラー）もあることを気に留めていけると良いですよね。

参考文献
１）こども家庭庁H P：ヤングケアラーについて．
　　（https://www.cfa.go.jp/policies/young-carer/）
２）Joseph S, et al.: Young carers research, practice and policy: an overview and critical perspective on 　　
　　possible future directions. , 5: 77-89, 2020.
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子どものSOSサイン

【子どもに関する電話相談窓口】

こころの健康づくりだより ～こころの健康づくり対策協議会より～
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告
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　子ども達のこころは、成長とともに
大きく揺れ動くことがあります。時に
は、気持ちが不安定に見えたり、何を
考えているのかわからなくなったりす
ることもあるでしょう。そうした状態
が、正常な成長の中でみられる一時的
なものであることも多いのですが、実
は背後にこころの病気が隠れているこ
ともあります。
　悩みやストレスが大きくなって、こ
ころがダウンしそうな時、様々なサイ
ンが現れます。特にこころのＳＯＳは
「睡眠」「食欲」「体調」「行動」の
４つの面に出てくることが多いです。
　“いつもと違う”という気づきが大
切です。

睡眠……夜寝付けない、遅くまで夜更かししている、朝なかなか起きら
　　　　れない、睡眠のリズムが崩れている、眠れないという、寝すぎ
　　　　る
食欲……食欲がない、食べる量が減った、逆に食べ過ぎる、体重をとて
　　　　も気にしている、急にやせた、あるいは太った、パンやごはん、
　　　　お菓子などの炭水化物を欲しがる
体調……体がだるそう、疲れている、元気がない、顔色が悪い、腹痛や
　　　　頭痛、めまい、吐き気などを訴える
行動……学校に行きたがらない、家から出ずに引きこもりがち、友達と
　　　　遊ばなくなった、身だしなみにかまわなくなった、無口になっ
　　　　た、挨拶をしなくなった、気持ちが抑えられなくなり暴力をふ
　　　　るう、長い間ぼんやりしている、無表情、独り言を言う

　こころの病気は多くの場合、早期に医療するほど回復も早くなるとい
われています。お子さんの｢いつもと違う｣サインをキャッチしたら、早
めに専門家に相談してみましょう。

相談内容 相談窓口 電話番号等 受付時間
こどもほっとダイヤル
（子ども専用相談電話）

チャイルドヘルプライン
ＭＩＥネットワーク

ＭＩＥネットワーク

0800－200－2555 年末年始除く毎日
13時～21時

こころつなぐＳＮＳ相談みえ
（若年層39歳以下の方対象。
※40歳以上の方の相談もお受
けします。）

三重県医療保健部

年末年始含む 
17時～22時
受付時間は21時30分
まで

チャイルドライン
※18歳までの子ども専用

チャイルドヘルプライン

0120－99－7777

年末年始除く毎日
16時～21時

24時間子供ＳＯＳダイヤル 三重県教育委員会 0120－0－78310
「なやみ言おう」 毎日24時間

保健相談 子育て健康課 059－377－5652 年末年始、祝日除く
８時30分～17時15分
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十分な睡眠時間はとれていますか？
　厚生労働省は、睡眠による休養を十分とれていない人が増えているなどとして、推奨する睡眠時間や生
活習慣を世代ごとに示した「健康づくりのための睡眠ガイド2023」を新たにまとめました。

〇推奨する睡眠時間は？
　子どもについては、小学生は９時間から12時間、中学生・高校生は８時間から10時間確保することを
推奨しています。
　成人について推奨する睡眠時間は６時間以上を目安とするとしました。
　一方、高齢者については、寝床にいる時間が8時間以上にならないことを目安に必要な睡眠時間を確保
してほしいとしました。

〇「睡眠休養感」が低いほど…死亡リスクが！？
　また、今回は睡眠について近年の研究で科学的に明らかになった内容も盛り込まれました。
　成人と高齢者は、目覚めた時に体が休まったと感じる「睡眠休養感」が重要で、アメリカで行われた調
査では、40歳から64歳の働き盛りの世代について、睡眠時間が５時間半未満で「睡眠休養感」が低いほ
ど死亡リスクが高まったという結果が紹介されています。

〇睡眠時間が不足すると肥満のリスクが高くなる？！
　一方、子どもについては研究の結果、睡眠時間が不足すると肥満のリスクが高くなったり、学業成績が
低下したりしたという報告があり、対策として生活習慣に注意し、小学生から高校生までは１日に１時間
以上体を動かし、ゲームやスマートフォンの利用時間を２時間以下にすることを推奨しています。

〇睡眠をとりやすい環境づくり
体内時計を整えるため
・日中にできるだけ日光を浴び
・寝室にはスマートフォンやタブレット端末を持ち込まずできるだけ暗くして寝ること
・就寝の１時間から２時間前に入浴すること
運動と食事などの生活習慣について
・適度な運動習慣を身につけること
・朝食をとり、夜食を控えること
・寝る前にリラックスする時間をつくり、無理に寝ようとしないこと
・１日のカフェインの摂取量をコーヒーの場合はカップで４杯程度とし、
　夕方以降は控えること
・晩酌で深酒はせず、眠るためのお酒は控えること
・ニコチンが入った、たばこをやめること

この機会にぜひ、睡眠環境を見直してみましょう！
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令和５年度

  制度の概要
　令和５年11月２日に閣議決定された、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、エネルギー・
食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、地方公共団体が地域の実情に合わせて必要
な支援をきめ細やかに実施できるよう、重点支援地方交付金を「低所得世帯支援枠」及び「推奨事業メニュ
ー」実施のため追加することが決定しました。これに伴い、国の交付金により住民税非課税世帯に対して、
１世帯あたり７万円を給付する電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金事業を実施するものです。

  給付金の支給額
・１世帯あたり７万円（１回限り）
※この給付金は、「令和５年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金（３万円）」を受給した世帯
　のうち、今回の支給要件を満たす方が支給対象となります。
※この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税対象及び
　差し押さえの対象とはなりません。

  支給要件（給付対象世帯）
１．令和５年度分の住民税均等割が非課税である世帯
　基準日（令和５年12月１日）に朝日町に住民登録があり、同一の世帯に属する者全員が、地方税法の規定
による令和５年度分の住民税均等割が課されていない世帯が対象です。ただし、住民税が課税されている者
の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約に基づく免除を受けている方を含む世帯は対象外です。
　なお、令和５年度分の住民税は令和４年中（１月から12月）の収入に対して賦課されています。

  給付金の支給手続について 
●令和５年度分の住民税均等割が非課税である世帯

（1）令和５年１月１日と世帯構成が同一
　　　（令和５年１月２日以降から基準日までに転入した方がいない世帯）
・対象となる世帯へは、１月26日付で確認書を送付しています。

　確認書には「令和５年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」を支給した口座を記載しており
ます。下記【確認事項】を確認し、世帯主氏名、確認日、連絡先（電話番号）等を記入して、当町の窓口に
返送または直接ご提出ください。

電力・ガス・食料品等価格高騰
重点支援給付金（住民税非課税世帯）
【１世帯・７万円追加給付】のお知らせ

電力・ガス・食料品等価格高騰
重点支援給付金（住民税非課税世帯）
【１世帯・７万円追加給付】のお知らせ
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【確認事項】
（1）記載された振り込み口座の情報に誤りがないか
（2）世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていないこと
（3）住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと
（4）他自治体から今回の給付金（７万円）の支給を受けていないこと

※確認書の提出期限は３月15日です。
※世帯の中に令和５年度住民税が未申告である方がいる場合、確認書の送付対象となりません。

（2）上記（1）以外の世帯
・給付金を受け取るには、申請が必要です。 
・申請書に必要事項を記入して、添付書類（本人を確認できる書類の写し、振込先金融機関口座確認書類の
　写し）とともに当町の窓口に郵送または直接ご提出ください。
　（世帯の中に令和５年度住民税未申告の方がいる場合は、その方の住民税申告が必要です。）

　世帯の中に令和５年１月２日以降に当町に転入された方がいる場合は、令和５年１月１日時点でお住まい
の市町村が発行する令和５年度住民税非課税証明書の写し（該当する方全員分）が必要です。

・申請書…当町の窓口でお渡し、又はホームページからダウンロードしてください。

※申請期限は３月15日です。

  給付対象外となる世帯
１．令和５年12月２日以降の転入者等のみで構成される世帯（令和５年12月１日において当町の住民基本台
　　帳に登録されていることが要件となるため）
２．住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
３．既に他市町村から、本給付金と同趣旨の給付金（７万円追加支給）を受給した世帯と同一の世帯または
　　この世帯の世帯主であった方を含む世帯
４．租税条約に基づき住民税を免除されている方を含む世帯

  ＤＶ等避難者等特別な配慮を要するかたへ
　ＤＶ等で住民票を動かさず、朝日町に避難中の方も、給付金をご自身が受給できる可能性があります。　
給付金を受給する手続きについては、保険福祉課まで電話等でお問い合わせください。

問い合わせ先
保険福祉課　「重点支援給付金」特設窓口　TEL 377－5659　
受付時間：平日８時30分～17時15分
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事務事業評価集計表（補助金等事業用）

事務事業評価集計表（一 般 事 業 用）

　朝日町教育委員会では主要な施策や事務事業の取り組みについて点検及び評価を行い、課題や方向性を明
らかにすることにより、効果的な教育行政の推進に資するとともに、行政の透明性を高め、住民への説明責
任の向上を図ることを目的とし｢令和５年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価報告書｣
を作成しました。評価については、令和４年度事業について実施し、その結果を次のとおり公表します。

（一般事業)

（一般事業）

（一般事業）

（一般事業）

（一般事業）

（一般事業）
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－
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－
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7
－
21

2
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－
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－
2

0
0
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－
0

0
0
0
－
0
－
0

合　　　　　計

合　　　　　計

効率性有効性

所　　   属　　   名

所　　   属　　   名
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教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価結果
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今後の取り組み

１．募集人員
　　（奨学金：貸与） １名　（入学支度金：給付）　高等学校・大学　各５名
２．奨学金の額
　　（奨学金：貸与）
　　　・高等学校　年額14万円　・大学　年額24万円
　　（入学支度金：給付）
　　　・高等学校　４万円　　　 ・大学　５万円
３．奨学金の返還
　　奨学金貸与の最終月（大学進学者は大学卒業の月）から１年間据え置き、
　貸与年数と同年数以内に返還していただきます。（無利子）
４．貸与、給付の時期
　　（奨学金：貸与） ４月（前期）・10月（後期）
　　（入学支度金：給付） ４月
５．資格
　　朝日町に住所を有し、高等学校又は大学に入学又は在学する方で、経済的
　理由により就学困難な方に限ります。（収入の審査があります。）
６．選考方法
　　申請者の中から選考委員会で選考し決定します。
７．申請手続き
　　「申請書他」は教育委員会窓口へ請求、または朝日町ホームページからダウンロードしてください。
　　「申請書他」に必要事項を記入し、関係書類を添えて教育委員会教育課へ申請してください。
８．申請期間
　　３月１日（金）から21日（木）の８時30分から17時15分まで
　　ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日を除きます。
※詳しいことは、教育委員会教育課　TEL 377－5657へお問い合わせください。

朝日町 奨学生 募集について

　新型コロナウイルス感染症予防対策のため２事業が中止となりました。
　今後の方向性については、見直４件、廃止６件、残り73事務事業を「継続」と評価しました。
　教育関係の事業においては、５年後・10年後に成果が出てくるものもあり、長期的な視点のもと更なる多くの成
果が得られるよう事務事業の目的、必要性等を踏まえ新たな発想による効果的な手法がないか常に問題意識を持っ
て事務事業の遂行に努めます。特に次の点について改善充実等に努めます。

●児童生徒の主体的な学びを推進するため、基礎学力の充実及び少人数学習が実施できるよう、
　引き続き町費非常勤講師の任用に努めます。また、支援が必要な児童生徒に対応する支援員、
　介助員、看護師支援員の任用にも努めます。
●町の財政改革推進プランが策定されることにより、ＧＩＧＡスクール構想で整備したＩＣＴ機  
　器の更新及び朝日町公共施設個別施設計画に基づく各施設の修繕について、更新時期が遅くな
　りますが、これが原因で、児童生徒や各施設に影響が及ばないように努力してまいります。
●新型コロナウイルス感染症については、国、県の動向を注視し、引き続き感染予防対策を継続
　してまいります。
●地域の子どもは地域で育てることを念頭に、引き続き幼児教育の推進に努めてまいります。
●部活動地域移行については、スポーツ関係者、学校関係者と十分な協議を踏まえ、生徒や、保護者の理解が
　得られるよう地域におけるスポーツ環境の構築を目指し、段階的に運動部活動の地域移行を進めます。

問い合わせ先　教育課　TEL 377－5657

令和６年度の朝日町奨学生を次のとおり募集します。

６年度令
和
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まちなみ通信　第48号

まちあるきナビ　東海道朝日を行く　新ルート
「ＪＲ朝日駅前ポケットパークから柿城跡ほか」のご案内

 「朝日まちなみプラン」を住民の皆さんにより身近に感じていただくため、プランに基づく町や
地域の皆さんの動きを≪まちなみ通信≫として紹介します。

 朝日まちなみプランの一環として一昨年度から稼働しているまち歩きナビゲーションシステム｢東海道朝日を行く
｣に「ＪＲ朝日駅前ポケットパークから柿城跡ほか」ルートが追加されました！
　このシステムは、スマホやパソコンのブラウザで稼働し、アプリのインストールは不要です。東海道沿いを中心
に史跡や文化財などを音声ガイド付きで案内するもので、ＧＰＳに連動して現地を歩くと、自動的にスライドが入
れ替わっていきます。新ルートはＪＲ朝日駅前ポケットパークから井後神社、柿城跡、教育文化施設、ふれあいパ
ークなどを回り、ＪＲ朝日駅前ポケットパークに戻ってくるルートとなっています。
　町公式サイトのほか町
内各地（縄生桜並木、伊
勢朝日駅前ポケットパー
ク、語らいの広場、ＪＲ
朝日駅前ポケットパーク、
柿桜並木等）に設置して
いる看板・案内板のＱＲ
コードからも利用可能で
す。町外からの来訪者の
利用を想定して作ってい
ますが、町民の皆さんも
楽しんでいただける内容
ですのでぜひご利用下さ
い！
　また現在、縄生、小向、
柿の東海道沿いの民家に
は、地元の有志団体「朝
日まちなみ検討会」が中
心となり、町の竹で作製
した「花挿し」が飾られ
ています！街道を彩る花
挿しも併せてお楽しみく
ださい。
　体験してみたい方はこ
ちらからどうぞ！リンク
先からシステムにアクセ
スし、手動でスライドを
切り替えて案内を体験す
ることができます。

実際の画面（トップページ）
実際の画面

（スタート：ＪＲ朝日駅前ポケットパーク）

実際の画面（井後神社） 実際の画面（柿城跡）



広報あさひ/2024/2 11

朝日町会計年度任用職員
（給食調理員）を募集します 

朝日町会計年度任用職員
（給食調理員）を募集します 
　令和６年４月１日採用の朝日町会計年度任用職員を次のとおり募集します。

配属課 職　種 区　分 勤務時間 勤務日数 募集人員
あさひ園 給食調理員 フルタイム ８時～16時45分 週５日 １名

１．募集内容

２．勤務条件・給与等
（1）任用条件

　　　　　４月１日から令和７年３月31日までの１年以内
　　　　　勤務成績が良好な場合に限り再度任用される場合があります。
（2）給料等

　　　　　月額　146,900円～
　　　　　※手当として、地域手当、期末手当、通勤手当、時間外勤務手当等を支給します。退職手
　　　　　　当は一定の条件を満たした方は支給の対象となります。
　　　　　※給料は、会計年度任用職員の経験年数に基づき加算あり。
（3）社会保険等

　　　　　法定の条件に基づき雇用保険、健康保険、厚生年金等の対象となります。
（4）休暇等

　　　　　年次有給休暇、産前産後休暇、育児休暇、病気休暇、介護休暇、夏季休暇、その他の休暇
　　　　を付与します。
（5）その他

　　　　　交代制により早朝の牛乳受取り、土曜日保育の調理があります。
３．募集受付期間
　　　受付期間　２月１日（木）から２月29日（木）まで
　　　受付時間　８時30分から17時まで（土・日曜日、祝日を除く）
　　　※郵送での受付も行います。２月29日（木）到着分まで有効。
４．提出書類
　　　申込書兼履歴書（指定様式）
５．申込書等の請求先
　　　あさひ園又は朝日町ホームページからダウンロードください。
６．提出先
　　　あさひ園へ申込書兼履歴書等を提出ください。
　　　郵送の場合は、封筒に「受験申込書在中」と朱書きください。
　　　※あさひ園　510-8102  三重郡朝日町大字小向2068番地１　TEL 377－5671
７．受験資格
　　　地方公務員法第16条の欠格条項に該当する方を除く。
８．選考方法
　　　書類選考及び面接
　　　申込み締切り後、面接の日時について、あさひ園より連絡します。
９．その他
（1）合格後、受験資格がないこと及び申込書等の記載事項が正しくないことが判明した場合は、
　　  合格を取り消すことがあります。
（2）提出された書類等は返却しません。
（3）その他不明な点については、あさひ園までお問い合わせください。
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ギフトカード（4,000円分）を送付します

　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、次のとおり情報伝達訓練を行います。この訓練は、全国瞬時警報システ
ム（Ｊアラート）（※）を用いた訓練で、朝日町以外の地域でも様々な手段を用いて情報伝達訓練が行われます。

（※）Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊急情報を、国から人工衛
　　　星などを通じて瞬時にお伝えするシステムです。

放　　送　　内　　容情報伝達手段
　町内19か所に設置してある防災行政無線から、
一斉に、次のように放送されます。
【放送内容】
　上りチャイム音
＋　「これは、Ｊアラートのテストです。」×３
＋　「こちらは、ぼうさいあさひちょうです。」
＋　下りチャイム４音

防災行政無線

問い合わせ先
防災保全課　TEL 377－5610

（2）訓練で行う放送試験（1）訓練実施日時
　　  ２月９日（金）11時ごろ

防災行政無線を用いた情報伝達訓練の実施

令和５年度　第２回　朝日町生活者応援事業

！ ！

　朝日町では、長引くエネルギー・食料品等の物価
高騰の影響を受けた家計の負担軽減を図ることを目
的に、速やかな支援を実施するため全世帯を対象に
「１世帯あたり4,000円分」のギフトカードを送付
します。
＜対象世帯＞
　令和５年12月１日において、朝日町の住民基本台
帳に記録されている世帯
＜送付時期・方法＞
　２月上旬から、ゆうパックで上記対象世帯の世帯
主宛に順次送付します。
※受取時に「印鑑」または「フルネームでのサイン」
　が必要となります。
※順次送付いたしますが、お手元に届くまでには２
　～３週間かかる場合がありますので、ご了承くだ
　さい。
＜送付するギフトカード＞
　１世帯につき4,000円分（1,000円分×４枚）のＪ
ＣＢギフトカード
＜利用可能店舗＞
　全国100万店以上のＪＣＢギフトカード取扱店で
利用できます。
※同封の「ご利用の手引き」をご参照ください。
＜申し込み＞
　町から対象世帯に送付するため、申し込みは不要
です。
＜よくあるご質問＞
Qこの事業の経費はどこから出ているのですか？
　国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金｣

を活用しています。
Qこの事業の目的は何ですか？
　長引くエネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受
けた家計の負担軽減を目的として実施するものです。
Qなぜ世帯単位なのですか？
　エネルギー・食料品等価格高騰の影響を受けた「家
計」の負担軽減を目的として事業を実施します。その
負担軽減の対象となる電気及びガス等は「世帯」あた
りに基本料金が設定されているためです。
Qなぜ現金やプレミアム商品券ではなくギフトカー
　ドなのですか？
　現金やプレミアム商品券の場合、事業実施にあたり
様々な事務経費と準備期間が必要となります。しかし
ながら、ギフトカードの場合は、利用できる店舗が多
いことや速やかな事業実施が行えるからです。
Q近所には届いているのに私には届かないのですが？
　郵便局がゆうパックにて、順次お届けします。お手
元に届くまでお時間がかかる場合もございますので、
ご了承ください。

　  詐欺にご注意ください

　朝日町生活者応援事業の「振り込め詐欺」や「個人
情報の詐取」にご注意ください。自宅や職場などに町
職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、
最寄りの四日市北警察署（366－0110）か警察相談
専用電話（＃9110）にご連絡ください。

【問い合わせ先】　企画情報課　TEL 377－5663
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マイナンバーカード
臨時窓口について
　次のとおり、休日及び夜間の臨時窓口を開設します。
　マイナンバーカードの受け取りや申請、電子証明書の更新な
どの手続きができます。
　なお、臨時窓口はすべて予約制です。
　予約がない場合、窓口は開設しませんのでご注意ください。
【休日臨時窓口】
３月24日（日）
９時～12時、13時～17時（最終の受付は16時40分）

【夜間臨時窓口】
２月21日（水）、３月13日（水）　17時30分～19時
（最終の受付は18時45分）
※予約や予約の変更は、事前
　に連絡をお願いします。　
　（当日の予約は受け付けて
　いません。）
※臨時窓口の日時は変更する
　場合があります。また、日
　程は朝日町ホームページに
　も掲載しています。
※平日は９時～16時40分の間で予約を受け付けています。
予約・問い合わせ先　町民環境課　TEL 377－5653

　このサービスを利用する方は、転出にあたり朝日町役場へ
の来庁が原則不要となります。
　電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、
日本国内での引越しをする方がご利用いただけます。ご自身
単身での引越しの他、ご自身と同一世帯員、ご自身以外の世
帯員の方の引越しも利用可能です。

※マイナポータルを通じて転出届の提出を
　した後は、別途、転入先市区町村の窓口
　で転入届等の手続が必要です。
https://www.digital.go.jp/policies/
moving_onestop_service/

マイナポータルからオンラインで転出届ができます

本会議は30人、委員会は10人まで傍聴できます。
　諸事情により変更になる場合があります。
　詳しくは、議会事務局までお問い合わせください。
問い合わせ先　議会事務局　TEL 377－5656

令和6年 第１回定例会の予定

月　日
３月１日
３月５日
３月６日
３月８日
３月12日
３月13日
３月15日

曜日
金
火
水
金
火
水
金

開会時間
９：00
９：00
９：00
９：00
９：00
９：00
９：00

区 分
本会議
委員会
委員会
本会議
委員会
委員会
本会議

摘　　　　要
行政報告・提案説明・質疑
総務建設常任委員会
民生教育常任委員会

一般質問・行政報告に対する質問
予算特別委員会
予算特別委員会

委員長報告・質疑・討論・採決

議会を傍聴しませんか

【スプレー缶類の出し方のポイント】
○中身を使い切って、スプレー缶類の穴開けは不要です。
○再生ごみの日にビニール袋に入れ、【スプレー缶類】として出す。

＜スプレー缶類のごみの出し方＞
❶ 缶をカラにする
　中身を完全に使い切ってください。
❷ 缶がカラになったか確認する
　缶を振って、中身がカラであることを確認してください。
❸ ガスを抜く
　製品に書いてあるガス抜き方法をよく読んで行ってください。
ガスを出し切るための「ガス抜きキャップ」が装着されている場
合があります。
※ガス抜きする場合は、下記【関連情報】を確認のうえ、十分に
　注意して行ってください。
❹ ごみに出す
　缶に穴を開けず、ビニール袋に「スプレー缶類」と表示して再
生ごみに出す。かん専用の指定袋とは別にしてください。

【注意点】
○ごみ収集車や処理施設での火災の原因になるため、絶対、
　指定袋に入れるカン類とは一緒にしないでください。混在
　している場合は、収集できません。
○スプレー缶類をカラにする時は、火気のない風通しの良い
　屋外で行ってください。
○どうしても使い切れない場合は、製品メーカーへお問い合
　わせください。
○キャップ（ふた）等のプラスチックは、埋立ごみに出して
　ください。
【関連情報】
スプレー缶：（一社）日本エアゾール協会
＜http://www.aiaj.or.jp＞
カセットボンベ：
（一社）日本ガス石油機器工業会
＜http://www.jgka.or.jp＞
【参考】
スプレー缶類例：
制汗スプレー、殺虫剤、ヘアスプ
レー、消臭スプレー、スプレー式
鎮痛剤、シェービングクリーム、カセットボンベ等
問い合わせ先　町民環境課　TEL 377－5653
　　　　　　　環境クリーンセンター　TEL 365－9017

　これまでいくつかの自治体で、スプレー缶類の不適切な方法での
穴開けが原因とみられる爆発事故が発生しているため、中身を完全
に使い切って、穴を開けずに再生ごみの【スプレー缶類】として出
していただくように分別を変更しています。
　みなさま、ルールを守ってごみ出ししていますか？

スプレー缶類のごみの出し方について大切なお知らせで
す！
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長寿者褒賞

　令和５年11月11日（土）、トナリエ四日
市において税の作品表彰式が開催されました。
　中学生の税についての作文部門で、朝日中
学校３年生の下村百花さんが国税庁長官賞を
受賞されました。
　おめでとうございます。
　下村さんの作文「命を守るために」は以下のアドレスより閲覧
できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/kids/sakubun/chugaku/r05/
pdf/chokan_25.pdf

国税庁長官賞を受賞
（税の作品表彰式）　１月３日に

山本うめ子さ
ん（小向）が
95歳の誕生
日を迎えられ
ました。おめ
でとうござい
ます。

大谷翔平選手からのグローブが届きました！
　ロサンジェルス・エンゼルス・オブ・アナハ
イムのメジャーリーガー、大谷翔平です。
　この手紙は、このたび私が学校に通う子供た
ちが野球に興味を持ってもらうために立ち上げ
たプログラムをご紹介するためのものです。
　この３つの野球グローブは学校への寄付とな
ります。
　それ以上に私はこのグローブが、私たちの次
の世代に夢を与え、勇気づけるためのシンボル
となることを望んでいます。それは、野球こそ
が、私が充実した人生を送る機会を与えてくれ
たスポーツだからです。
　このグローブを学校でお互いに共有し、野球

寄付
株式会社 東芝三重工場構内各関係会社　様
東芝グループ労働組合連合会 三重地区連合会　様
                     　　　　　　寄附金　300,736円
　「朝日町の未来を担う子どもたちへ」とご寄附
いただきました。

ご厚意ありがとうございます。

無料・要予約
in朝日内容：就労に対するさまざまな相談をお受けします。

対象：15～49歳で無職の方（ご家族・関係者・在学中でも可）
日時：２月28日（水）10時～12時
場所：朝日町役場　１階　相談室
問合せ・申込先：北勢地域若者サポートステーション　TEL 359－7280

◆北勢地域若者サポートステーション出張相談

ストーリー
テリング

と　き：２月18日（日）
　　　　11時～11時30分
ところ：朝日町教育文化施設
　　　　２階　視聴覚室
内　容：うさぎとひきのもち争い
　　　　（日本の昔話）他２話
対　象：静かにお話が聞ける方なら
　　　　どなたでも。

おはなし：ストーリーテリングの会
　　　　　「フォンターナ」
定　員：ありません。
　　　　気軽に来てください。
申　込：不要
問い合わせ先：あさひライブラリー
　　　　　　　 TEL 377－6111

　絵本をつかわないで、そっと
お話に耳をかたむける会です。

を楽しんで
もらうため
に、私から
のこの個人
的なメッセ
ージを学校
の生徒たち
に伝えていただければ幸いです。
　この機会に、グローブの寄贈をさせていただけ
ることに感謝いたします。
　貴校の益々のご発展をお祈り申し上げます。
　野球しようぜ。
　　　　　　　　　　　　　　　大谷翔平

　朝日小学校にも、ついに
大谷選手からのグローブが、
１月17日に届きました。
　國冨校長から、大谷選手
のメッセージ（一部）と共
に全校児童に紹介され、多
くの児童から喜びの声と拍
手が沸き起こりました。

　大谷選手からのメッセー
ジ（原文まま）を転載しま
す。
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《四日市市消防本部からのお知らせ》
春の火災予防運動を実施します　３月１日～３月７日

火を消して 不安を消して つなぐ未来
　３月１日～３月７日までの７日間にわたり全国一斉に実施される春の火
災予防運動に伴い、火災を未然に防止するため、同運動を行います。
　令和５年中の四日市市、朝日町、川越町で発生した火災は84件です。
このうち建物火災が36件で、主な出火原因は、たばこ、放火（放火の疑
いを含む）、たき火になります。大切な命や財産を守るために以下の10
のポイントを実施していきましょう！
●住宅防火　いのちを守る　10のポイント
≪４つの習慣≫
①寝たばこは絶対にしない、させない。
②ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
③こんろを使うときは火のそばを離れない。
④コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。
≪６つの対策≫
①火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器
　を使用する。

②火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10
　年を目安に交換する。
③火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテ
　ンは、防炎品を使用する。
④火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認し
　ておく。
⑤お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、
　備えておく。
⑥防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策
　を行う。
※住宅用火災警報器についての点検方法は四日市市消防本部のホームペ
　ージでご確認ください

問い合わせ先　四日市市消防本部予防保安課
TEL 356－2010　FAX 356－2041
四日市市消防本部公式ホームページ
https://www.city.yokkaichi.mie.jp/syoubou/index.php

三重県特定最低賃金が改定されました。
　特定の産業に該当する事業
場で働く労働者に適用される
「特定（産業別）最低賃金」
が、令和５年12月21日から
次のとおり改定されました。

　なお、三重県（地域別）最低賃金は、令和５
年10月１日から改定されており、時間額973円
になっています。
問い合わせ先
三重県労働局賃金室　TEL 059－226－2108

令和5年度　こころの健康・福祉のフェスティバル
こころを元気にする愛言葉　～ 出会い・ふれあい・支え合い ～
　精神障害がある人もない人も住み慣れた地域で自分らしく暮らしてい
けるよう、精神障害がある当事者の方々とのふれあいを通じたイベント
を開催します。
日　時　２月24日（土）11時～15時30分
場　所　あさけプラザﾞ　1Ｆ大ホール、ロビー、２Ｆ展示会議室
内　容　わかば共同作業所による演劇「アレジン2024」
　　　　当事者の体験発表
　　　　公認心理師による講演「ストレスの心理学」
　　　　統合失調症の疑似体験動画上映会

　　　　精神保健福祉クイズ（景品あり）　
　　　　こころの病気を伝える絵本展示
　　　　こころのマルシェ（飲食物の販売あります）　など
主　催　四日市障害保健福祉圏域自立支援協議会こころのバリアフリ
　　　　ー推進部会
その他　入場無料　申込不要　手話通訳・要約筆記あり
問い合わせ先　障害者相談支援センターソシオ　下方・中島
　　　　　　　TEL：345－9016　平日８時30分～17時
　　　　　　　FAX：346－4643

三重県電線・ケーブル製造業最低賃金
三重県電気機械器具製造最低賃金
三重県輸送用機械器具製造業最低賃金

時間額　　999円

時間額　　987円

時間額　1,022円
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朝日町・川越町合同出初式
　１月７日（日）、朝
日小学校で朝日町・川
越町合同出初式が行わ
れました。
　式典当日は、入場行
進に始まり、令和６年
能登半島地震の犠牲者
へ向けた黙祷、町長告
辞、姿勢・服装・機械
器具の点検、各種表彰、
両町ポンプ車による放
水披露を最後に出初式
を終了しました。
  消防団員は、日頃から
防災の第一線に立ち、
火災や水害などから町
民の生命、財産を守る
ため献身的に努力され
ています。
  今後とも、尚一層のご
活躍を期待します。 （機械器具点検） （表　　彰） （放水披露）
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粗大
（柿・山王谷・向陽台）

粗大（小向・埋縄）

離乳食教室（後期）

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
生活カレンダー2 2024

February 各施設等のマーク

ごみ出しの日

保健福祉センター
日曜日

出しの日ごみ
一般ごみ

再生ごみ

埋立ごみ

粗大ごみ

火・金（23は除く）
22（木）

14（雑誌等）
28（新聞紙等）

木（22は除く）
26（月）

19（柿・山王谷・向陽台）
3/4（小向・埋縄）

健康事業内容

※新型コロナウイルス感染症拡大状況によっては、中止することがあります。
　朝日町ホームページにて、ご確認ください。
※お申し込みは、子育て健康課（TEL 377－5652）保健師・管理栄養士まで

名　　　称 日 時間 備　　　　　　　　考
内容：身体計測、保健相談、栄養相談
持ち物：母子健康手帳  
対象：出産後２か月以降から６か月未満の産婦とそ
の赤ちゃん
（要予約　定員先着12組）
内容：ダンスインストラクターによる産後エクササ
イズの教室
持ち物：汗拭きタオル、バスタオル、飲み物
対象：９～10か月児（要予約）
内容：管理栄養士による後期・完了期の離乳食の講
話と試食。
持ち物：試食用スプーン
対象：妊婦と家族（要予約）
内容：パパの妊婦体験、沐浴指導、分娩に関するお
話等

内容：「言葉の発達が気になる」「どもりや発音が
気になる」「言葉のやり取りがうまくできない」な
ど、言語聴覚士によることばの発達に関する相談
（要予約）

内容：臨床心理士による子どもの発達検査の実施や
「おちつきがない」「関わり方がわからない」など
の子どもの発達に関する相談（要予約）
※３月まで予約満枠です。
内容：相談支援事業所が相談を受けます。
ソシオ Tel (345－9016）／HANA Tel （320－
2761）
内容：四日市障がい者就業・生活支援センタープラ
ウの相談員が相談を受けます。Tel（354－2550）
内容：相談支援事務所が相談を受けます。
陽だまりTel（328－5881）／ブルーム Tel（329
－5657）
内容：北勢福祉事務所の女性相談員がＤＶ・家庭問
題などの相談を受けます。 Tel（352－0557）
内容：北勢児童相談所の相談員が子どもの発達・虐
待・非行等の相談を受けます。Tel（347－2030）

育 児 相 談

アフタービクス

離 乳 食 教 室
　（ 後 期 ）　

パパママ教室

すくすく相談

のびのび相談

精神福祉相談

障 が い 者 の
就 職 相 談

知 的 障 が い
福 祉 相 談

女 性 の 悩 み
相 談

児童福祉相談

予約制

10：00～
11：30

10：00～
11：30

10：00～
11：30

予約制

予約制

随時

随時

随時

随時

随時

16

20

3/1

3/2

14
16
28
3/1
3/6

15
3/7

一般

一般

26 27

19 20

25

18

28

すくすく相談

すくすく相談

のびのび相談

3歳半健診
のびのび相談

3 8 9

2

4 65 7

   (3月)

一般

29
埋立埋立

無料法律相談

一般

埋立

24

17

2321 22

15

1
一般

16

すくすく相談
育児相談

広報無線がきこえにくいときは… ※朝日町役場に問い合わせの
際は、ダイヤル番号をよく
ご確認の上、お間違いのな
いようおかけください。

0120-251165（通話無料フリーアクセス）
※最新の放送のみ聞くことができます。

（毎月第3水曜日（祝日、雨天の場合は翌日））

収集場所　保健福祉センター駐車場
　　　　  （９時～13時まで）
出張場所　柿公民館
　　　　  （10時～10時30分まで）

毎回、保健福祉センター２階研修室
13時30分～15時30分まで
社会福祉協議会　TEL 377－2941

無料法律相談 リサイクル運動
（2/20（火））

※予約制
　です。

エネルギー
170kcal

たんぱく質
5.1g

脂　　　質
9.7g

塩　　　分
0.2g

１人分の
栄養価

一般

埋立 一般

アフタービクス

12 1311
再生（雑誌等）
すくすく相談

14
一般

再生（新聞紙等）
すくすく相談

豆腐の
ティラミス風

　豆腐を使った、なめらかなデ
ザートはいかがでしょうか？
　たんぱく質も豊富で美味しく
召し上がれます！

朝日町食生活改善推進協議会　クッキングプラザ

作 り 方

材料（４人分）
ビスケット
湯
インスタントコーヒー
ココア

……………………4枚
……………………………50cc

…小さじ2
……………………小さじ2

…………………100ｇ
……………100ｇ

…………………………40ｇ
……………………5ｇ

…………………………大さじ4

絹ごし豆腐
クリームチーズ
砂糖
粉ゼラチン
水

①絹ごし豆腐はペーパータオルに包
み、電子レンジで30秒程加熱し、
水切りしてから裏ごしする。

②クリームチーズを電子レンジで
20秒程やわらかくなるまで加熱
し、砂糖と①を加え、泡立て器
でよく混ぜる。

③小さめの耐熱容器に水を入れ、粉
ゼラチンを振り入れて、ラップ
をせずに電子レンジで30秒程加
熱して溶かす。

④②に③を混ぜ、容器に流して冷蔵
庫で冷やす。

⑤４個の器に、割ったビスケットを
敷く。

　インスタントコーヒーを湯50cc
で溶かし、ビスケットに染み込ま
せておく。

⑥⑤のカップに④をスプーンですく
ってのせ、食べる直前にココアを
茶こしで振りかける。

＊19日（月）は、柿・山王谷・向陽台地区の粗大ごみ収集日です。他地区の方は出
せません。

＊22日（木）は一般ごみの収集日です。26日（月）は埋立ごみの収集日です。

＊23日（金）は祝日のため収集ありません。
＊３月４日（月）は、小向・埋縄地区の粗大ごみ収集日です。他地区の方は出せませ
ん。

パパママ教室
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